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規規 則則

宮 崎 県 事 務 委 任 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 九 月 二 十 八 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 六 十 三 号

宮 崎 県 事 務 委 任 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ 宮 崎 県 事 務 委 任 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 宮 崎 県 事 務 委 任 規 則 （ 昭 和 四 十 年 宮 崎 県 規 則 第 十 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 西 臼 杵 支 庁 長 の 項 第 四 十 七 号 ３ 中 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項

第 十 四 号 ハ 」 を 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ハ 」 に 改 め 、 同

号 ４ 中 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ニ 」 を 「 第 三 十 一 条 の 二

第 二 項 第 十 六 号 ニ 」 に 改 め 、 同 号 ５ 中 「 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第

十 四 号 ハ 」 を 「 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号 ハ 」 に 改 め 、 同 号

６ 中 「 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号 ニ 」 を 「 第 六 十 二 条 の 三 第

四 項 第 十 六 号 ニ 」 に 改 め る 。

別 表 土 木 事 務 所 長 の 項 第 二 十 八 号 ３ 中 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項

第 十 四 号 ハ 」 を 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ハ 」 に 改 め 、 同

号 ４ 中 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ニ 」 を 「 第 三 十 一 条 の 二

第 二 項 第 十 六 号 ニ 」 に 改 め 、 同 号 ５ 中 「 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第

十 四 号 ハ 」 を 「 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号 ハ 」 に 改 め 、 同 号

６ 中 「 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号 ニ 」 を 「 第 六 十 二 条 の 三 第

四 項 第 十 六 号 ニ 」 に 改 め る 。

（ 宮 崎 県 優 良 宅 地 認 定 事 務 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 宮 崎 県 優 良 宅 地 認 定 事 務 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 九 年 宮 崎 県 規

則 第 二 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 及 び 第 二 条 第 一 項 中 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 四 号 ハ 、

第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 四 号 ハ 」 を 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第

十 五 号 ハ 、 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号 ハ 」 に 改 め る 。

第 八 条 中 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 四 号 ハ 」 を 「 第 三 十 一 条

の 二 第 二 項 第 十 五 号 ハ 」 に 、 「 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 四 号 ハ 」

を 「 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号 ハ 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 一 号 、 別 記 様 式 第 二 号 及 び 別 記 様 式 第 三 号 中 「

」 を 「

」 に 改 め る 。

（ 宮 崎 県 優 良 住 宅 認 定 事 務 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 宮 崎 県 優 良 住 宅 認 定 事 務 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 九 年 宮 崎 県 規

則 第 二 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ニ 、 第 六 十 二 条 の 三

第 四 項 第 十 五 号 ニ 」 を 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 六 号 ニ 、 第 六

十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 六 号 ニ 」 に 改 め る 。

第 二 条 第 一 項 中 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ニ 」 を 「 第 三

十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 六 号 ニ 」 に 、 「 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十

五 号 ニ 」 を 「 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 六 号 ニ 」 に 改 め 、 同 条 第

二 項 第 五 号 中 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 五 号 ニ 又 は 第 六 十 二 条

の 三 第 四 項 第 十 五 号 ニ 」 を 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十 六 号 ニ 又

は 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 六 号 ニ 」 に 改 め る 。

第 三 条 第 一 項 及 び 第 二 項 第 二 号 中 「 第 三 十 一 条 の 二 第 二 項 第 十

五 号 ニ 又 は 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 五 号 ニ 」 を 「 第 三 十 一 条 の

二 第 二 項 第 十 六 号 ニ 又 は 第 六 十 二 条 の 三 第 四 項 第 十 六 号 ニ 」 に 改

め る 。
別 記 様 式 第 一 号 中 「 」 を 「

」 に 、 「 」 を 「

」 に 改 め る 。

別 記 様 式 第 二 号 中 「 」 を 「

」 に 、 「 」 を 「

」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

宮 崎 県 に お け る 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 九 月 二 十 八 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 六 十 四 号

宮 崎 県 に お け る 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す

る 条 例 の 施 行 期 日 を 定 め る 規 則

宮 崎 県 に お け る 事 務 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条

例 （ 平 成 十 九 年 宮 崎 県 条 例 第 三 十 八 号 ） の 施 行 期 日 は 、 平 成 十 九 年

九 月 二 十 八 日 と す る 。

使 用 料 及 び 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 の 施 行 期

日 を 定 め る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 十 九 年 九 月 二 十 八 日

宮 崎 県 知 事 東 国 原 英 夫

宮 崎 県 規 則 第 六 十 五 号

使 用 料 及 び 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 の 施

行 期 日 を 定 め る 規 則

条の２第２項第14号ハ及び第62条の３第４項第14号ハ

条の２第２項第15号ハ及び第62条の３第４項第15号ハ

第31

第31

第31条の２第２項第15号ニ 第31条の

２第２項第16号ニ 第62条の３第４項第15号ニ

条の３第４項第16号ニ

第62

第31条の２第２項第15号ニ 第31条の

２第２項第16号ニ 第62条の３第４項第15号ニ 第62

条の３第４項第16号ニ
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使 用 料 及 び 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 九 年 宮

崎 県 条 例 第 四 十 号 ） 附 則 に 規 定 す る 改 正 規 定 中 第 三 条 第 一 項 第 四 百

五 十 一 号 及 び 第 四 百 五 十 二 号 の 改 正 規 定 の 施 行 期 日 は 、 平 成 十 九 年

九 月 二 十 八 日 と す る 。
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